
天王寺区役所服務規律確保推進委員会要綱 

 

(目的) 

第1条  この要綱は、天王寺区役所服務規律確保推進委員会(以下｢区服務推進委員

会｣という｡)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。 

 

 (所管事務) 

第2条  区服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。 

(１) ｢天王寺区役所不祥事根絶プログラム｣の推進及び進捗管理に関すること。 

(２) 天王寺区役所の各担当の取組の促進及び進捗管理に関すること。 

(３) その他、天王寺区役所における職員の服務規律の確保、職員の非行その他

の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。 

 

(組織) 

第3条  区服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、天王寺区長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副区長をもって充てる。 

４ 委員は、課長（担当課長含む）及び企画総務課長代理をもって充てる。 

５ 委員長は、会務を総理する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

 

(会議) 

第4条  区服務推進委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に区服務推進委員会の会議への

出席を求めることができる。 

３  状況に応じて、書面開催にて執り行うことも可能とする。 

 

(庶務) 

第5条  区服務推進委員会の庶務は、企画総務課において処理する｡ 

 

(施行の細目) 

第6条  この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める｡ 

 

 附 則 

この要綱は、平成２２年７月２７日から施行する。 

      平成２３年４月１日改正 

      平成２４年８月１日改正 

      平成２５年４月１日改正 

平成２９年４月１日改正 

      令和  ７年４月１日改正 


